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保 護 者 様

新見市立上市小学校
校長 井 石 雄 也

警報発令等 非常変災の時の対応について（お知らせ）

このことについて、次の通りお知らせします。

記

１ 朝６：００に「岡山県北部」もしくは「新見地域」に警報発令の時

①この時点では、児童は自宅待機とします。
②状況を確認した上で、改めて学校から「臨時休校」または「自宅待機」の連絡を
します。

③「臨時休校」の場合は、外出を控え、十分に気を付けて過ごすようにしてくださ
い。

④午前中に警報が解除されたり、地震等の被害がなかったりした場合で、安全に登
校できると判断した場合は、「登校」の連絡をする場合があります。

※具体的な登校の方法や準備等はその際に連絡します。

※大雪警報の場合は、警報発令中でも、学区内の安全が確保される場合は「登校」
の連絡をすることがあります。

２ 登校後（学校にいる時）に警報が発令された時

①天候や状況を見ながら、授業を続けるか、臨時に下校をするかの判断をします。
②臨時に下校する場合は保護者のみなさんに、どのような方法で下校するかを具体
的にお知らせします。

３ 地震発生の時

①震源や震度、被害等の状況を確認して、「臨時休校」にするか「登校」にするかの
連絡をします。

②登校後に地震が発生した場合は、警報発令時と同様に対応します。

４ 連絡方法

※保護者のみなさまへの連絡は以下の順番で行います。
①メールによる発信 ②ページング放送（防災無線）
③ホームページへの掲載 ④ ①②が不可能なご家庭への電話連絡

・メールを登録されていない方は登録のご協力をお願いします。

★学校から連絡ができなくなる事態も想定されます。そのような場合は、各ご家庭の主
体的な判断・お迎えをお願いします。


